
北広島市総合計画（平成１３年～平成２２年） 
 

第１章 安全で安心できるまち 

 第１節 健康と医療   

 第２節 地域福祉   

 第３節 児童福祉   

 第４節 障害者福祉   

 第５節 高齢者福祉  

 第６節 消費生活   

 第７節 防災と消防  

 第８節 防犯と交通安全   

 第９節 霊園と火葬場  

第２章 環境と共生する快適なまち  

 第１節 自然と緑と公園   

 第２節 都市景観    

 第３節 環境保全   

 第４節 廃棄物とリサイクル  

第３章 いきいきとした交流と連携のまち 

 第１節 コミュニティ  

 第２節 広域交流   

 第３節 観光とイベント   

 第４節 平和と人権   

 第５節 開かれた市政 

第４章 豊かな心と個性ある文化をはぐくむまち 

 第１節 幼児教育   

 第２節 学校教育  

 第３節 社会教育  

 第４節 芸術と文化  

 第５節 スポーツとレクリエーション   

第５章 高い都市機能をもち、活力にあふれるまち 

 第１節 市街地整備   

 第２節 住宅   

 第３節 道路と交通   

 第４節 情報通信   

 第５節 上水道   

 第６節 下水道とし尿処理 

第６章 力強い産業活動が展開されるまち 

 第１節 農業   

 第２節 工業   

 第３節 商業   

 第４節 労働環境   

 

 

 



第１章 安全で安心できるまち 

第１節 健康と医療 

 

施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 医療体制の充実 

 

● 新たな救急医療情報システムの活用を推進し、初期救急医療体制及び２次救急

医療体制の充実と連携強化を図ります。 

● 関係機関と協議し、歯科の休日等の医療体制づくりに努めます。 

● 高齢者、乳幼児、重度心身障害者などの医療にかかる経済的負担を軽減するた

め、医療費の助成を行います。 

 

【主な計画事業】 

△ 夜間急病センターの管理運営 

△ 救急医療情報システムの運営 

△ 在宅当番医制の実施 

△ 老人医療費助成 

△ 母子家庭等医療費助成 

△ 乳幼児医療費助成の拡大 

△ 重度心身障害者医療費助成 

 

第３次実施計画（期間は平成２０年度から平成２２年度までの３ヶ年） 

● 救急医療体制については、夜間急病センターと在宅当番医制により、歯科の休

日医療体制については、千歳歯科医師会と共同で実施します。 

● 乳幼児、重度心身障害者などの医療に係る経済的負担を軽減するため、医療費

の助成を行います。 

● 乳幼児医療費助成の拡大に伴い、小学校就学前の乳幼児医療費を初診時の一部

負担金を除き無料化します。 

● 高齢者の医療の確保に関する法律により、国民健康保険の４０歳以上の加入者

の方々に対し、特定健診・特定保健指導を実施し、内臓脂肪症候群（メタボリ

ックシンドローム）該当者及び予備軍の発見と予防改善に努め、被保険者の医

療費の抑制と健康の推進に向けて取り組んでまいります。 

健康と医療 

保健予防の推進 健康づくりの推進 拠点施設の整備 医療体制の充実 

●保健福祉センター

の整備 

 

●救急医療体制の連

携強化 

●歯科医療の充実 

●医療費の助成 

●母子保健の充実 

●成人保健の充実 

●機能訓練の充実 

●精神保健の充実 

●歯科保健の充実 

 

●健康づくり行動指

針の策定 

●健康づくり意識の

高揚 

●健康づくり地域活

動の育成 



● 北海道後期高齢者医療広域連合と連携しながら、後期高齢者に対し健康診査を

実施し、健康の保持増進に努めます。 

 

【主な計画事業】 

△ 救急医療 

△ 歯科休日等在宅当番医制 

△ 医療費の助成（重度心身障害者医療費助成、重度心身障害者通院交通費助成、

ひとり親家庭等医療費助成、乳幼児等医療費助成） 

△ 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 

△ 国民健康保険会計健全運営 

△ 老人保健会計健全運営 

△ 後期高齢者医療制度の円滑な運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１章 安全で安心できるまち 

第４節 障害者福祉 

 

施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 社会参加の促進 

● 障害や福祉に対する市民の理解と福祉意識の高揚を図るため、広報活動や、啓

発活動を推進するとともに、学校や地域における福祉教育を充実します。 

● 障害者の雇用機会を拡大するため、企業などへの雇用の促進と雇用環境の改善

を働きかけるとともに、授産施設や小規模作業所への支援を行います。 

● 視覚障害者、車いす利用者、知的障害者など障害に応じた外出を支援するため、

ガイドヘルパーボランティアの充実を図ります。 

● 障害を持つ人と持たない人がお互いに理解を深めあうために、スポーツやレク

リエーション、各種イベントなどを通して交流機会の拡大を図ります。 

 

【主な計画事業】 

△ 福祉教育の推進 

△ 小規模作業所の設置促進 

△ ガイドヘルパー事業の促進 

△ 交流事業の拡大 

 

 

第３次実施計画（期間は平成２０年度から平成２２年度までの３ヶ年） 

● 障害者の活動範囲を広げ社会参加を促進するため、タクシーチケットかガソリ

ンチケットを選択して利用できる福祉タクシー助成事業を実施します。 

● 障害者の日中活動の場を確保するため、創作活動や生産活動を行う地域活動支

援センターを増やし、補助します。 

● 音声コードによる広報など、視覚障害者への情報提供を充実します。 

 

【主な計画事業】 

△ 移動支援 

△ コミュニケーション支援 

△ 自動車運転免許取得・自動車改造助成 

△ 精神保健福祉の推進 

障害者福祉 

自立の支援 

●在宅福祉サービスの拡

充 

●相談体制の整備 

●グループホームの設置

促進 

社会参加の促進 心身障害児療育の充実

●ノーマライゼーション理

念の普及啓発 

●雇用の促進と就労の

支援 

●移動支援の充実 

●交流機会の拡大 

●療育システムの確立 



△ 福祉タクシー助成 

△ 精神障害者社会復帰訓練通所交通費助成 

△ 点字・声の広報発行（音声コードの導入） 

△ 障害福祉団体等補助 

△ 地域活動支援センター運営補助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章 豊かな心と個性ある文化をはぐくむまち 

第２節 学校教育 

 

施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 教育内容の充実 

● 芸術・文化やスポーツの分野で優れた活動を行う児童・生徒を顕彰、奨励する

とともに、能力を伸ばす教育環境づくりに努めます。 

● 額学校が創意工夫を生かして知り組む総合的な学習の推進に対し、特色ある教

育活動として支援します。 

● コンピュータ教室などを整備するとともに、教育用コンピュータやインターネ

ットの整備と活用を進めます。 

● 学習図書の充実と図書司書の配置に努めるとともに、読書ボランティアの活用、

図書室の地域への開放、図書館とのネットワークなどを進めます。 

● 教職員の資質向上を図るため、教育研究会の活動を支援するとともに、石狩教

育研修センター事業の充実、教育活動研修の強化などを促進します。 

 

【主な計画事業】 

△ 青少年文化賞・文化奨励賞 

△ ジュニアスポーツ賞・ジュニアスポーツ奨励賞 

△ 総合的な学習の推進 

△ コンピュータ整備事業 

学校教育 

開かれた学校づくり 

●溶融教室の活用等 

 

●地域の人材の活用 

 

●教育機会の充実 

●地元農産物の利用 

●交流給食の実施 

●給食施設の整備 

 

●交流教育等の推進 

●健康の促進 

 

●教育相談体制の充実 

●総合的な学習の推進 

●学校図書の充実 

●教職員の研修 

●校舎等の整備 

 

●西部小学校の整備 

教育環境の整備 

教育内容の充実 

高等学校教育等の振興

特殊教育の充実 

学校給食の充実 

児童・生徒の健全育成 



△ 教材教具整備事業 

△ 学校図書整備事業 

 

 

第３次実施計画（期間は平成２０年度から平成２２年度までの３ヶ年） 

● 地域の人材などを活用し、グループ指導、個別指導を行う授業補助員の配置を

拡充します。 

● 教員が開発した教材や、市内の教育資源を教材とした資料を体系化するととも

に、児童生徒用に副読本を作成します。 

● 地域の人材が学校行事や郊外活動、部活動などの支援員として活動していただ

く学校ボランティア制度を実施します。 

● 生徒がしっかりとした職業観や勤労観を身につけ、社会人・職業人として自立

していけるよう子どもインターシップ（職場体験）事業の推進、総合的な学習

の時間や特色ある学校づくり推進等に対し支援します。 

● 小中学校におけるパソコンについては、パソコン教室及び職員室に配置して、

授業への活用を図ります。 

● 新ＪＩＳ規格による児童・生徒用の机・いす整備を進めます。 

● 視聴覚教育を充実するため、学校放送設備を計画的に更新します。 

● 英語指導助手を活用し、中学校英語教育の充実を図るとともに、小学校の英語

教育の推進に努めます。 

● 児童生徒の遠距離通学に係る負担を軽減するため、補助制度を実施します。 

● 要保護・準要保護家庭の児童生徒に対し、就学に必要な学用品や給食等の経費

を援助します。 

● 各学校図書館のネットワークシステムを構築し、学校図書の充実を図ります。 

● 時期教育推進基本計画の策定に取り組みます。 

● 児童生徒の環境教育を推進します。 

 

【主な計画事業】 

△ 学校支援ボランティア活用 

△ 英語指導助手招致 

△ 学校教材教具整備 

△ 要保護・準要保護児童生徒援助 

△ 児童・生徒通学費援助 

△ 小学校英語導入 

△ 教師用指導書整備 

△ 副読本の作成（社会科副読本・福祉読本） 

△ 教育関係団体強化 

△ 部活動推進 

△ 小中学校教育振興補助（子どもインターンシップ（職場体験）、総合的学習推進、

特色ある学校づくり推進、学校行事等推進、郷土学習等の推進） 

△ 児童生徒用机いす整備 

△ 石狩教育研修センターとの連携 

△ 郷土資料教材化 

△ コンピュータ整備 


